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研究要旨 

地域ベースの偏りのない生存率の算出は、地域がん登録の主要な作業の一つであり、が

ん対策には必要不可欠である。しかしながら、平成 24 年度実施の生存率集計で採用された

地域は 7 であり、平成 25 年に実施した「地域がん登録の標準化と精度向上に関する 10 年

後調査結果報告書」の結果から、生存確認調査を実施していると回答したのは全体の 51％

にとどまることが明らかとなった。 

生存確認調査には、①住民票照会、②非がん死亡との照合、③本籍地照会の 3 種の方法

がとられてきた。「本籍地照会」の実施が困難になったことから、標準作業手順としては、

③を廃し、④人口動態テープとの照合、⑤住基ネットの利用を加えている。 

2013 年 12 月に成立したがん登録推進法では、②の方法を発展させ、死亡者情報票と称

される、人口動態統計死亡票と類似する内容の情報を用い、照合作業は国が一括して実施

することとされている。この計画は、がん登録を国の事業とし、都道府県への法定受託事

務と位置づけることで、都道府県の自主的な活動では乗り越えることが難しかった生存確

認調査のデメリットへの根本的解決策である。これに伴い、患者の移動と、死亡情報の保

存・利活用という我が国のがん登録に固有の問題を解決する糸口が見えた今、慎重を期し

つつも、関係者で力を合わせ、確実に一歩前進することが重要だ。 

 

Ａ．研究目的 

平成 16 年より第 3 次対がん 10 か年総合

戦略事業が開始され、地域がん登録の標準

化を進め、精度を向上させることが目標と

された。標準化と精度向上の進捗を把握す

るために研究班では、米国における地域が

ん登録の整備計画 National Program of 

Cancer Registries （NPCR）に倣い、我が

国の地域がん登録の「目標と基準」8 項目

を設定した。この目標と基準の中に、目標

と基準 6 として生存確認調査は設定され、

生存確認調査を実施する地域の増加と、そ

の方法の標準化が求められた。 

平成 24 年に実施された全国がん罹患モ

ニタリング集計においては、2003-2005 年

症例の 5 年生存率が集計されたが、データ

を提出できた地域はわずかに 10 であり、そ

のうち、精度基準を満たして集計に利用さ

れたのは 7 地域に止まった。 

 地域ベースの偏りのない生存率の算出は、

地域がん登録の主要な作業の一つであり、

がん対策には必要不可欠である。本報告書

では、生存率の算出に必要な、地域がん登

録における生存確認調査の作業を、方法と
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特徴、我が国の現状、国際的な認識、がん

登録推進法下での構想の視点でまとめ、今

後のがん登録に役立てることとした。 

 

Ｂ．研究方法 

地域がん登録の標準化と精度向上に関す

る 10 年後調査結果報告書（10 年後調査）

は、「がんの実態把握とがん情報の発信に関

する研究」班によって平成 25 年 9 月 2 日～

9 月 30 日に、全国 47 都道府県並びに広島

市のがん対策事業担当課を対象に実施され

た。調査結果は平成 26 年 3 月に報告書とし

て刊行され、本報告において、そこからの

引用を掲載した。 

 

Ｃ．研究結果 

１．我が国の地域がん登録において実施さ

れてきた生存確認調査の方法 

 我が国において、古くから、生存確認調

査は、住民票照会、非がん死亡との照合、

本籍地照会の 3 種の方法がとられてきた。

「本籍地照会」は、「戸籍・除籍抄本及び死

亡届・死亡診断書の記載事項証明書の交付

請求」について、法務局より承認を受けた

市区町村に対して、がん患者の本籍地照会

を実施するものである。しかしながら、患

者の本籍地を把握することが困難であると

同時に、地域がん登録における生存確認調

査目的の第 3 者による本籍地照会がほぼ不

可能となったことから、地域がん登録の手

引き改訂第 5 版においても、標準手順から

除外している。 

 標準手順としては、人口動態テープとの

照合、住民基本台帳ネットワーク（住基ネ

ット）の利用を加え、表 1 のようにまとめ

ている。 

表 1 生存確認調査の方法と特徴 

種類 方法 特徴 

住
民
票
照
会 

住民票の閲覧、あ
るいは写しの交
付申請 

転居先に対して
継 続 調 査 が 可
能 。 指 標 の 訂
正・変更の入手
もあり。信頼性
が高いが、自治
体の協力と人員
確保が必要 

住
基
ネ
ッ
ト
の

利
用 住民基本台帳ネ

ットワークに登
録されている情
報を検索 

条例整備や、検
索者の限定など
の ハ ー ド ル あ
り。照合システ
ムで電子的一括
照合も可能 

非
が
ん
死
亡

と
の
照
合 

非がん死亡につ
いて生年月日、氏
名などを入力し
て、登録患者と照
合 

県外転出の少な
い地域では、住
民票照会に近い
把握精度を得る
ことが可能 

人
口
動
態
テ
ー
プ
と
の
照

合 

人口動態テープ
に含まれる生年
月日、性別、市区
町村コードを用
いて、登録患者と
照合を実施し、事
件簿番号により
人 口 動 態 死 亡
（小）票に戻る 

照合に利用可能
な 指 標 が 限 ら
れ、県内死亡で
あっても照合漏
れとなる可能性
が高い 

 

 住民票照会は、転居先に対して継続調査

が可能であり、がん登録情報の修正にも貢

献するところに最大の特徴がある。デメリ

ットとしては、がん登録の他の作業と異種

の作業が生じることが挙げられる。その一

方、非がん死亡との照合による生存確認調

査は、死亡票によるがん罹患把握の延長線

上の作業であることにメリットがある。逆

にデメリットは、現状で、自県分の死亡情

報しか入手できず、県外異動者は生死把握

から漏れてしまうこと、生死判明率の低さ

に比しての作業量の膨大さであろう。 

新たに加わった住基ネットは、住民基本
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台帳を電子化したものであり、がん登録の

データベースシステムの電子化が進むにつ

れ、個人照合の精度向上と、負担の軽減の

ために、その利用が期待されるようになっ

た。がん登録のデータベースシステムと住

基ネットシステムを連携させることができ

れば、生存確認調査にかかる労力を抑える

ことができる。しかし、住基ネットを利用

するには、各県の「住民基本台帳法に基づ

く本人確認情報の利用及び提供に関する条

例」に基づき、地域がん登録事業における

生存確認調査業務として、住基ネットを利

用する事務とすることについて承認されて

いる必要がある。 

 

２．国際協同調査での生存確認調査 

ロンドン大学衛生熱帯医学大学院の主催

す る 国 際 生 存 率 協 同 調 査 で あ る

CONCORD STUDY2 の途中報告によれば、

参加する全ての国において 2 種類以上の日

付を伴った生存確認調査方法が確立されて

いた。 

参加国においては、主として、がん登録

データを他の情報（多くは National Death 

Index）と照合することで生存確認調査を実

施している。照合キーは、我が国と同様に

氏名、性別、生年月日、を利用しているこ

とが多く、PIN の利用は、どちらかといえ

ば少数に止まる。生存確認調査の方法とし

ては、能動的方法（Active Follow-up）と

受動的方法（Passive Follow-up）の 2 種に

分類される。Active Follow-up として、患

者に直接コンタクトして生死の確認をする

方法は稀ではあるが、いくつかの国では採

用されている（主として死亡統計の完全性

が疑われる国で、やむなく実施されている）。

その一方、担当医、初診医療機関へのコン

タクトは頻繁に行われる手段である。  

Passive Follow-up としては、主に、行政

データベース（社会保障、健康保険、車の

登録、運転免許、退院サマリ、全国プライ

マリケアデータベース、選挙人名簿）の利

用が挙げられ、そうしたデータベースに、

対象患者のデータが残っていることを生存

とする。このような公共性の高い行政デー

タベースとの照合では、照合精度も高く、

生死を間違えるリスクは少ない。更に、複

数のデータベース利用で正確性を増す。例

えば、米国では、4 半期毎（1 月 1 日、4 月

1 日、7 月 1 日、9 月 1 日）に、行政データ

とのマッチングによって生存確認調査が行

われている。 

CONCORD に提出されるデータの 5 年

生死不明率は 1％未満とされている。 

 

３．ジュネーブがん登録の実例 

スイスのジュネーブがん登録は、ジュネ

ーブ大学医学部の一部局だが、独立した存

在である。登録室は、15 名ほどの室員で構

成され、100 万人ほどの人口をカバーして

いる。 

がん登録の情報源は、医療機関からの届

出（大学病院の電子カルテに直接アクセス

可能）、死亡情報、入院医療情報、病理等検

査機関、皮膚科、放射線療法クリニック、

社会人口統計、登録室からの詳細情報調査

表である。 

罹患年から 18 ヶ月後にデータを確定し、

PIN にて、登録室内に設置された人口動態

統計データベースと毎年統合し、リアルタ

イムの生存確認調査をする。このことで、

地域内の粗有病者数の把握をすることが可
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能となっている。 

 

４．我が国の地域がん登録に関わる死亡情

報取り扱いの原則 

（１）医療機関から地域がん登録への届出

情報 

医療機関からの地域がん登録へのがん情

報取得には、患者の個別同意は取る必要が

ない。個人情報保護法に従い、情報の第 3

者提供には本人同意が必要であるが、地域

がん登録事業は例外に当たると、健康局長

通知でされている。但し、患者・国民に対

してこのような業務が実施されていると情

報提供することが倫理的であろう。 

医療機関からの届出票に、患者の死亡情

報（死亡日）が記載されている場合があり、

届出票に保管期限は定められていないこと

から、ほぼ全ての地域がん登録室において、

届出票由来の死亡情報は永年保管されてい

る。 

 

（２）人口動態死亡小票の利用 

がん罹患情報の補完をするために人口動

態統計の死亡小票を利用することが標準作

業手順で定められている。この利用は、統

計法第 33 条に基づいて利用申請をするこ

とで実施されるが、申請目的であるがん罹

患の補完及び死亡の確認以外には利用でき

ず、作業に必要な一定期間の後、廃棄しな

ければならない。地域がん登録事業におけ

る毎年の人口動態調査票につき、小票＋死

亡票CD-Rを申請、保管期間は1年である。

但し、過去に承諾を受けた調査票情報は延

長申請して 5 年程保管できる。 

また、当然、人口動態死亡小票を第 3 者

に提供することはできない 

生存確認調査として人口動態死亡小票を

利用するには、死亡小票において死亡の事

実及び死亡日を確認した後、医療機関等に

問い合わせを行い、この事実を再確認し、

厳密に言えば、この再確認情報をデータベ

ースに記録して保存することになる。 

 

（３）住民基本台帳の一部の写しの閲覧 

地域がん登録事業は、住民基本台帳法第

11 条の二の二「公共的団体が行う地域住民

の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益

性が高いと認められるものの実施」と解釈

されることが多く、生存確認調査に利用で

きる。 

県外分は第 12 条の二、住基ネットの利用

は第 30 条の八の二、「条例で定める事務」

の遂行に当たると解釈されている。こうし

た閲覧の請求については、国民に与えられ

た権利であるので、患者の個別同意を取る

必要はない。 

但し、地域がん登録からの利用請求に応

じるかは、統一見解がなく、各市区町村長

の裁量に任されている。患者・国民にがん

登録での利用について公開し、理解を得る

のが倫理的であろう。 

住民基本台帳法に基づいて得た情報は

「地域がん登録事業に基づく生存率統計作

成業務」の利用に制限され、永年保管でき

ないだけでなく、法律上、第 3 者提供に当

たる医療機関等への生存確認情報等の還元

はできない。 

この事実は、住基ネットの利用において

も同様であり、住民基本台帳法に基づく本

人確認情報の利用及び提供の仕組みによっ

て得た情報は「地域がん登録事業に基づく

生存率統計作成業務」の利用に制限され、
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医療機関等への生存確認情報等の還元はで

きない。 

 

（４）地域がん登録での生存確認調査の現

状 

 地域がん登録の標準化と精度向上に関

する 10 年後調査結果報告書（10 年後調査）

の結果を表 2 にまとめた。10 年後調査は、

第3次対がん総合戦略事業開始後10年目に

おける各地域がん登録の現状を把握し、標

準化・精度向上の 10 か年計画の進捗をモニ

タリングするために実施されたものである。

また、地域がん登録の標準化・精度向上の

10 か年計画終了後において、引き続き目標

達成のために必要な対策を講じる基礎資料

を作成することも併せて目的としている。 

平成 25 年 9 月の段階で、生存確認調査を

実施している地域は 24（51%）にとどまっ

たが、実施していない地域のうち、今後計

画している地域は 23 地域中 21 であった。

生存確認調査の方法として、非がん死亡と

の照合、人口動態テープとの照合、住民票

照会を行っている地域は、それぞれ 22

（47%）、4（9%）、12（26%）であり、非

がん死亡との照合を行っている地域が多か

った。 

経時的に状況を観察すると、生存確認調

査を実施している地域の割合は、平成 16 年

の第 1 期事前調査から第 3 期事前調査にか

けて少しずつ増加したが、新規事業開始県

が多く対象となった第 3 期中間調査では低

下し、10 年後調査では変化はあまりみられ

なかった。生存確認調査を実施していない

地域のうち、今後計画すると回答した地域

は、第 3 期中間調査と比較して若干増えた。

住民票照会を行っている地域は、第 2 期で

は 5（16%）、第 3 期事前では 7（20%）、第

3 期中間では 9（20%）、10 年後調査では 12

（26%）であり、調査時期でほぼ変わらず、

人員の確保、住基ネット利用に必要な条例

の改正など、実施の難しさがうかがえた。 
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表 2 都道府県の生存確認調査の現状（平成 25 年 9 月） 
  実施 非 テ 住 他 備考 
1 北海道 △(2014 年 1 月) 

    
（非がん死亡との照合） 

2 青森県 × 
      

3 岩手県 × 
    

死亡診断書内にがんと記載のある死亡小票と届出医療機関の予後情報と照合 
4 宮城県 ● ● 

   
非がん死亡との照合 

5 秋田県 ● ● ● 
  

非がん死亡との照合、人口動態テープ 
6 山形県 ● ● 

 
● ● 非がん死亡との照合、住民票照会、住基ネット 

7 福島県 △(2014 年 4 月) 
     

8 茨城県 ● ● 
 

● 
 

非がん死亡との照合、住民票照会 

9 栃木県 ● ● 
 

● 
 

非がん死亡との照合、住民票照会 

10 群馬県 ● ● ● ● ● 非がん死亡との照合、人口動態テープ、住民票照会（住基ネット） 

11 埼玉県 △(2016 年 4 月) 
    

（非がん死亡との照合、住民票照会） 
12 千葉県 △(2014 年 2 月) 

    
（住民票照会、住基ネット） 

13 東京都 △(2015 年) 
    

（非がん死亡との照合、住民票照会、住基ネット） 

14 神奈川県 ● ● 
 

● ● 非がん死亡との照合、住民票照会、住基ネット 

15 新潟県 ● ● 
  

● 

（届出票に死亡記載項目があり、医療機関から死亡の届出がある。） 
① 2 ヶ月遅れの全死亡の死亡小票と照合 
② 5 年生存率計算前までにもう一度非がん死亡票と照合 
③ 医療機関からの死亡届出は随時入力 

16 富山県 ● ● 
   

非がん死亡との照合 
17 石川県 △(未定) ● 

   
（住民票照会） 

18 福井県 ● ● 
 

● 
 

非がん死亡との照合、住民票照会 
19 山梨県 △(2014 年 6 月) 

    
（住民票照会：具体的な実施方法は今後検討） 

20 長野県 △(2016 年) 
    

（住民票照会） 
21 岐阜県 △(2015 年 4 月) 

    
（非がん死亡との照合、住民票照会） 

22 静岡県 △(2014 年 2 月) 
    

（人口動態テープとの照合） 
23 愛知県 ● ● 

 
● 

 
非がん死亡との照合、住民票照会 

24 三重県 △(2014 年 12 月) 
    

（住民票照会） 
25 滋賀県 ● 

   
● (生存（居住）確認) 

26 京都府 △(未定) 
      

27 大阪府 ● 
  

● ● 
～2004 年人口動態テープとの照合、2005 年～非がん死亡との照合。2011 年度
～住基ネット 

28 兵庫県 △ 
      

29 奈良県 △(2017 年 4 月) 
    

（非がん死亡との照合） 
30 和歌山県 △(2014 年 4 月) 

    
（人口動態テープとの照合、住基ネット） 

31 鳥取県 ● ● ● 
  

非がん死亡との照合 
32 島根県 △(2013 年) 

    
（住民票照会） 

33 岡山県 ● ● 
   

非がん死亡との照合 
34 広島県 ● ● 

 
● 

 
非がん死亡との照合、住基ネット 

35 山口県 △(2015 年) 
    

（住民票照会） 
36 徳島県 ● ● 

   
非がん死亡との照合 

37 香川県 △(2015 年 4 月) 
    

（非がん死亡との照合、住民票照会） 
38 愛媛県 ● ● 

   
非がん死亡との照合（住民票照会） 

39 高知県 ● ● 
 

● 
 

（非がん死亡との照合、住民票照会） 
40 福岡県 △(2014 年 1 月) 

    
（非がん死亡との照合、人口動態テープとの照合、住民票照会） 

41 佐賀県 ● ● 
   

非がん死亡との照合【旧手順】※全死亡票との照合：がん死亡票・非がん死亡
に仕分け①がん死亡票＝受領後、登録データと即時照合・入力・訂正 ②非が
ん死亡票＝届出票の遅滞があるため、3-4 年後に照合。早い段階の情報提供依頼
へ対応のため非がん死亡票も個人識別・死亡日等情報も入力。 

42 長崎県 ● ● ● ● 
 

非がん死亡との照合、人口動態テープとの照合、住民票照会 
43 熊本県 △(2016 年) ● 

   
（住民票照会） 

44 大分県 △(2016 年 4 月) 
    

（非がん死亡との照合、住民票照会） 
45 宮崎県 △(2015 年 1 月) 

    
（住基ネット：法制化されれば実施しない） 

46 鹿児島県 △(2014 年) 
    

（非がん死亡との照合） 
47 沖縄県 ● ● 

 
● 

 
非がん死亡との照合、住民票照会 

342 広島市 ● ● 
   

非がん死亡との照合 
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（５）がん登録推進法における生存確認情

報 

 平成 25 年 12 月に成立したがん登録等の

推進に関する法律（がん登録推進法）では、

こうした現状を踏まえ、死亡者情報票とい

う新しい死亡確認情報を作成し、全国がん

登録に利用することが想定されている（表

3）。死亡者情報票は、がん登録推進法によ

って初めて規定されるもので、全国がん登

録事業における利用に特化したものである

ことから、統計法や、住民基本台帳法によ

る制限はない。この法律の成立によって、

初めて、死亡情報の全都道府県一括した取

得による移動した患者の予後の把握、死亡

情報のがん登録データベースでの保存、死

亡情報の医療機関への提供や研究利用、が

可能となっている。 

 

表 3 がん登録推進法における生存確認調

査に関連する条文 

（死亡者情報票の作成及び提出） 

第十一条 市町村長（地方自治法（昭和二

十二年法律第六十七号）第二百五十二条

の十九第一項の指定都市にあっては、区

長とする。次項において同じ。）は、戸籍

法（昭和二十二年法律第二百二十四号）

による死亡の届書その他の関係書類に基

づいて、死亡者情報票（死亡した者に関

する氏名、性別、生年月日、死亡の時に

おける住所、死亡の日、死亡の原因、死

亡診断書の作成に係る病院又は診療所の

名称及び所在地その他の厚生労働省令で

定める情報の電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記

録であって、電子計算機による情報処理

の用に供されるものをいう。）又はこれら

の情報を記載した書類をいう。以下この

章において同じ。）を作成し、これを都道

府県の設置する保健所の長（地域保健法

（昭和二十二年法律第百一号）第五条第

一項の政令で定める市又は特別区にあっ

ては、当該市又は特別区の設置する保健

所の長）に提出しなければならない。 

２ 前項の保健所の長は、同項の規定によ

り市町村長から提出された死亡者情報票

を審査し、これを都道府県知事に提出し

なければならない。 

３ 都道府県知事は、前項の規定により第

一項の保健所の長から提出された死亡者

情報票を審査し、これを厚生労働大臣に

提出しなければならない。 

（死亡者情報票との照合及びその結果の

記録） 

第十二条 厚生労働大臣は、全国がん登録

情報（第八条第一項の規定により都道府

県知事から提出された都道府県整理情報

のうち、まだ全国がん登録データベース

に記録されていない情報を含む。以下「全

国がん登録情報等」という。）を前条第三

項の規定により提出された死亡者情報票

に記録され、又は記載された情報と照合

し、その結果判明した生存確認情報及び

死亡者新規がん情報（死亡者情報票に記

録され、又は記載された情報により厚生

労働大臣が新たに把握したがんに関し、

第五条第一項の規定により全国がん登録

データベースに記録されるべき登録情報

をいう。第十四条において同じ。）を全国

がん登録データベースに記録しなければ

ならない。 

２ 前項の規定による照合は、がんに係る
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調査研究のためにがんに罹患した者が生

存しているか死亡したかの別を調査する

必要があると認められる期間として政令

で定める期間が経過した全国がん登録情

報等については、死亡者情報票のうち、

がんの罹患に関する情報が記録され、又

は記載されているものとだけ行うものと

する。 

（病院等への提供） 

第二十条 都道府県知事は、当該都道府県

の区域内の病院等における院内がん登録

その他がんに係る調査研究のため、当該

病院等の管理者から、当該病院等から届

出がされたがんに係る都道府県がん情報

（厚生労働省令で定める生存確認情報及

び厚生労働省令で定める当該病院等に係

る第五条第二項に規定する附属情報に限

る。）の提供の請求を受けた時は、全国が

ん登録データベースを用いて、その提供

を行わなければならない。この場合にお

いては、第十七条第一項ただし書の規定

を準用する。 

 

 

Ｄ．考察 

近年、がん患者の追跡に、いくつかの都

道府県が、住基ネットの利用を進め、より

正確で、総合的に負担の少ない生存確認調

査を実施するようになった。しかし、住基

ネットを利用するには、各県の「住民基本

台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提

供に関する条例」に基づき、地域がん登録

事業における生存確認調査業務として、住

基ネットを利用する事務とすることについ

て承認されている必要がある。また、住基

ネットのアクセスできる情報の範囲は、地

域がん登録事業に対しては、当該県内に限

られているため、患者が県外に転出した場

合は、住基ネットによるそれ以上の追跡は

できない。更に、医療機関への予後情報の

提供や、利用申請外の研究利用については、

厳密にいえば法的にクリアできない課題は

大きい。がん登録推進法に、住基ネットの

利用を明記することについての要望は、い

くつかの県からあったが、現在認められて

いる住民基本台帳法に基づく本人確認情報

の利用及び提供に関する国の事務は、全て

個々の住民利益に関わるものであって、公

衆衛生目的での利用はないため、全国がん

登録に利用するに当たっては、住民基本台

帳法法改正をしなければならない。 

日本のがん登録において、都道府県での

がんの実態把握には、患者の移動の把握を

避けて通れない。このことは、罹患の正確

な把握のみならず、生存率の計測にも大き

く影響する。非がん死亡との照合が、比較

的やりやすい方法として、多くの県で採用

されているが、患者の移動が多い都道府県

では、現状の自県内死亡に限定した人口動

態利用申請では、死亡の把握漏れとなり、

生存率の過大評価を伴う。 

いずれにせよ、どの方法を採用しても、

県外移動者を含む悉皆的な生存確認、死亡

情報のがん登録における保持、死因の把握、

医療機関への提供や研究利用、の 4 点を完

全に解消することは難しい。 

平成 25 年 12 月に成立したがん登録推進

法では、こうした課題を全てクリアする設

計となっているが、一方で、国においての

一括照合作業の実務は「未知の領域」であ

ることから、実現可能性には疑問もある。

我が国においては、利用できる PIN が存在
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しないことから、現在の照合キーである、

姓名及び生年月日に加え、他の情報を利用

して慎重に同一人物の判断する他、住所が

違う場合には、必要に応じて住民票照会等

によって転居を確認することも検討すべき

であろう。 

また、原則として、情報源は複数である

方がよいことからも、がん登録推進法施行

後においても、各都道府県による、住民基

本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び

提供に関する条例を制定し、生存確認調査

業務の精度をより高めることが可能である。

更に、各県のがん登録に関する都道府県条

例において、住民基本台帳ネットワークか

ら得た情報を医療機関に情報還元すること

までを生存確認調査事務に含めることがで

きるのであれば、医療機関への提供、研究

利用も可能かもしれない。 

 

Ｅ．結論 

生存確認調査には、①住民票照会、②非

がん死亡との照合、③本籍地照会の 3 種の

方法がとられてきた。「本籍地照会」の実施

が困難になったことから、標準作業手順と

しては、③を廃し、④人口動態テープとの

照合、⑤住基ネットの利用を加えている。 

2013 年 12 月に成立したがん登録推進法

では、②の方法を発展させ、死亡者情報票

と称される、人口動態統計死亡票と類似す

る内容の情報を用い、照合作業は国が一括

して実施することとされている。この計画

は、がん登録を国の事業とし、都道府県へ

の法定受託事務と位置づけることで、都道

府県の自主的な活動では乗り越えることが

難しかった生存確認調査のデメリットへの

根本的解決策である。 

法制化に伴い、患者の移動と、死亡情報

の保存・利活用という我が国のがん登録に

固有の問題を解決する糸口が見えた今、慎

重を期しつつも、関係者で力を合わせ、確

実に一歩前進することが重要である。 

 

Ｆ．健康危険情報  特になし 

 

Ｇ．研究発表 

1．論文発表 

なし 

2．学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 なし 

2．実用新案特許 なし 

3．その他 なし

 


